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札
幌
保
健
医
療
大
学
は
じ
め
三
大
学
の
新
規
設
置
に
係
る
文
部
科
学
大
臣
の
一
連
の
発
言
の
変
化
等
に
関
す
る

質
問
主
意
書

本
年
十
一
月
二
日
、
田
中
�
紀
子
文
部
科
学
大
臣
は
閣
議
後
の
定
例
記
者
会
見
に
つ
き
、
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会

（
以
下
、
「
設
置
審
」
と
す
る
。
）
に
よ
り
、
新
規
設
置
を
す
る
上
で
必
要
な
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
さ
れ
た
札
幌
保
健
医

療
大
学
、
秋
田
公
立
美
術
大
学
、
岡
崎
女
子
大
学
の
三
大
学
に
関
し
、
「
設
置
審
」
の
答
申
を
否
定
し
、
不
認
可
の
判
断
を
下

し
た
旨
述
べ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
田
中
大
臣
は
、
そ
の
後
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
、
発
言
内
容
が
徐
々
に
変
わ
り
、
最
終

的
に
は
同
月
七
日
、
文
部
科
学
委
員
会
後
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
彼
ら
を
認
可
す
る
」
と
述
べ
、
三
大
学
の
新
設
を
一
転

認
め
る
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。
右
の
一
連
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

田
中
大
臣
は
当
初
、
三
大
学
の
新
規
設
置
に
関
し
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
。

（
十
一
月
二
日
：
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
）

〇
「
あ
と
他
に
三
校
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
短
大
な
ど
で
す
三
校
と
も
。
短
大
な
ど
を
廃
止
し
て
四
年
制
に
ぜ
ひ
新
設
を

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
こ
れ
は
残
念
な
が
ら
認
可
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
」

〇
「
見
直
し
を
行
う
間
は
、
大
学
の
新
設
を
認
め
な
い
」

一



そ
の
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
発
言
も
し
て
い
る
。

（
十
一
月
七
日
：
文
部
科
学
委
員
会
で
の
審
議
で
）

�
「
現
時
点
で
は
不
認
可
と
い
う
行
政
処
分
は
行
っ
て
い
な
い
」

�
「
現
在
、
不
認
可
と
い
う
処
分
は
行
っ
て
い
な
い
」

�
「
現
時
点
で
は
不
認
可
処
分
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
説
明
不
足
で
誤
解
を
生
ん
だ
」

�
「
三
大
学
も
世
間
も
誤
解
し
て
い
る
。
不
認
可
の
処
分
は
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
」

更
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
一
転
し
て
認
可
す
る
意
向
を
示
し
て
い
る
。

（
十
一
月
七
日
：
文
部
科
学
委
員
会
後
の
記
者
会
見
で
）

⃞
「
彼
ら
（
三
大
学
）
を
認
可
す
る
」

十
一
月
二
日
、
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
、
右
で
挙
げ
た
よ
う
に
認
可
し
な
い
旨
明
言
を
し
て
い
た
時
点
で
、
田
中
大
臣
と

し
て
、
い
つ
、
具
体
的
に
不
認
可
の
行
政
処
分
を
実
際
に
行
う
考
え
で
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
な
理

由
に
よ
り
変
化
し
、
結
果
と
し
て
認
可
す
る
意
向
を
示
す
に
至
っ
た
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
の
経
緯
に
関
連
し
、
田
中
大
臣
と
し
て
、
三
大
学
の
新
規
設
置
を
認
め
る
行
政
処
分
を
い
つ
実
際
に
行
う
考
え
で
い
る

二



の
か
、
明
確
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

田
中
大
臣
は
当
初
、
三
大
学
の
新
規
設
置
を
「
設
置
審
」
で
は
な
く
新
し
い
仕
組
み
で
行
う
旨
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な

発
言
を
し
て
い
た
。

（
十
一
月
六
日
：
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
）

〇
「
新
し
い
仕
組
み
を
早
く
立
ち
上
げ
、
三
大
学
を
含
め
て
新
し
い
基
準
で
改
め
て
判
断
し
た
い
」

〇
「
三
大
学
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
仕
組
み
の
上
で
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
見
直
し
後
、
改
め
て
判
断
す
る
」

〇
「
今
の
設
置
認
可
の
仕
組
み
を
見
直
し
た
後
、
新
し
い
基
準
で
改
め
て
（
三
大
学
に
つ
い
て
）
判
断
し
ま
す
」

〇
「
早
め
に
結
論
を
出
し
た
い
。
年
内
に
で
き
れ
ば
一
番
い
い
」

（
十
一
月
七
日
：
文
部
科
学
委
員
会
で
の
審
議
で
）

〇
「
従
来
の
仕
組
み
で
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

〇
「
で
き
る
だ
け
早
く
新
基
準
を
つ
く
り
、
三
大
学
も
新
基
準
で
判
断
し
た
い
」

〇
「
新
し
い
ル
ー
ル
の
下
で
あ
れ
ば
認
可
の
機
会
は
あ
る
」

〇
「
三
大
学
は
新
し
い
ル
ー
ル
の
下
で
審
査
す
る
」

三



し
か
し
そ
の
後
、
三
大
学
に
つ
い
て
は
新
し
い
仕
組
み
で
は
な
く
、
現
行
制
度
で
対
応
す
る
旨
、
発
言
し
て
い
る
。

（
十
一
月
七
日
：
文
部
科
学
委
員
会
で
の
審
議
で
）

�
「
認
可
の
あ
り
方
を
抜
本
的
に
見
直
す
。
三
大
学
は
現
行
制
度
で
対
応
す
る
」

�
「
三
大
学
の
新
設
に
つ
い
て
は
、
諸
般
の
事
情
も
か
ん
が
み
、
現
行
制
度
に
の
っ
と
り
、
適
切
に
対
応
す
る
」

右
の
よ
う
に
、
田
中
大
臣
の
認
識
が
一
八
〇
度
転
換
し
た
理
由
は
何
か
、
転
換
す
る
間
、
具
体
的
に
誰
に
よ
る
働
き
か
け

を
受
け
た
の
か
、
具
体
的
か
つ
明
快
な
説
明
を
求
め
る
。

四

田
中
大
臣
と
し
て
、
「
設
置
審
」
の
あ
り
方
の
見
直
し
を
含
め
、
大
学
の
新
規
設
置
の
是
非
を
審
議
す
る
方
法
等
に
つ

き
、
ど
の
よ
う
な
組
織
を
設
置
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
人
物
を
選
任
し
、
誰
の
責
任
の
下
、
い
つ
ま
で
に
結
論
を
出
す
考
え

で
い
る
の
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

五

こ
れ
ま
で
述
べ
た
三
大
学
の
新
規
設
置
を
巡
る
一
連
の
経
緯
に
関
し
、
田
中
大
臣
は
以
下
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
。

（
十
一
月
七
日
：
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
）

〇
「
事
務
方
も
真
意
を
く
み
取
れ
ず
、
誤
解
を
招
い
た
」

〇
「
事
務
方
が
真
意
を
く
み
取
れ
ず
に
、
記
者
に
対
し
て
不
認
可
の
処
分
を
行
う
と
の
説
明
を
し
た
」 四



田
中
大
臣
の
言
う
右
の
事
務
方
と
は
、
文
部
科
学
省
の
ど
の
部
署
を
指
し
て
い
る
の
か
。

六

三
大
学
の
新
規
設
置
の
認
可
を
巡
り
、
田
中
大
臣
と
五
の
部
署
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
意
思
疎
通
を
行
い
、
ま
た
ど
の
よ

う
な
点
で
十
分
な
相
互
理
解
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

七

こ
れ
ま
で
述
べ
た
三
大
学
の
新
規
設
置
を
巡
る
一
連
の
経
緯
に
関
し
、
田
中
大
臣
は
十
一
月
七
日
の
記
者
会
見
で
、
三
大

学
に
と
っ
て
今
回
の
経
緯
が
逆
に
良
い
宣
伝
と
な
り
、
四
、
五
年
後
は
ブ
ー
ム
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
旨
の
発
言
を
し
て
い

る
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

八

七
の
田
中
大
臣
の
発
言
に
対
す
る
野
田
佳
彦
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。
右
の
発
言
は
適
切
で
あ
る
か
。

九

政
府
、
特
に
文
部
科
学
省
と
し
て
、
三
大
学
の
新
規
設
置
を
巡
る
今
回
の
一
連
の
経
緯
が
、
三
大
学
の
宣
伝
と
な
り
、

四
、
五
年
後
に
三
大
学
の
入
学
応
募
者
が
増
え
る
事
態
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
か
。

十

前
文
を
含
め
、
一
か
ら
九
で
触
れ
た
、
三
大
学
の
新
規
設
置
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
田
中
大
臣
の
発
言
に
端
を
発
し
た

一
連
の
経
緯
、
騒
動
に
対
し
、
野
田
総
理
と
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
。
右
は
、
い
た
ず
ら
に
三
大
学
に
入

学
を
希
望
し
て
い
た
学
生
は
じ
め
現
場
関
係
者
、
そ
し
て
幅
広
い
世
間
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
る
が
、
い
か

が
か
。

五



右
質
問
す
る
。

六


